
令和年月日 木曜日 第号官 報

〇
国
土
交
通
省
令
第
百
五
号

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第

二
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
）

第
一
条

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
三
条
第
二
項

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
象
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
（
公
共
工
事
の
請
負
契
約
に
基
づ
き
受
注
者
が
当
該
請
負

契
約
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）と
す
る
。

一

主
要
な
資
機
材
の
供
給
の
不
足
若
し
く
は
遅
延
又
は
資
機
材
の
価
格
の
高
騰

二

労
務
の
供
給
の
不
足
又
は
価
格
の
高
騰

（
施
工
体
制
を
発
注
者
が
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
）

第
二
条

法
第
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
適
切

な
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
発
注
者
が
同
項
に
規
定
す
る
施
工
体
制
台
帳
の
記
載
事
項
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日（
令
和
六
年
十
二
月
十
三
日
）

か
ら
施
行
す
る
。




